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インセンティブポイント付与規程 

（目 的） 

第１条 この規程は、ＰＨＣ保険組合の被保険者及び被扶養者の健康保持増進及びリフ

レッシュ等を目的とする保健事業を円滑に行うため、インセンティブとしてポイン

トを付与することを定める。 

  ２ 本制度の利用者の範囲は、被保険者及びその被扶養者とする。 

（事業の内容） 

第２条 健康保険組合の保健事業である保健指導宣伝、疾病予防及び体育奨励等に関して、

健康維持促進、生活習慣病予防などに寄与できる幅広い事業を企画するとともに、当

該事業をより活性化させるため、インセンティブとして取組の難易度を考慮してポイ

ントを被保険者に付与する。 

  ２ 被保険者は、付与されたポイントは商品等に交換することができる。 

（本制度の運営） 

第３条 本制度は、運営をＰＨＣ株式会社が提供するウェルスポートナビにより行う。 

  ２ 本制度の運営に当たっては、ＰＨＣ健保組合のホームページ内のウェルスポート

ナビの専用サイトを利用する。 

  ３ 被保険者一人一人に対し、本制度専用のユーザーID とパスワードを付与し、被保

険者はユーザーIDとパスワードの管理に責任を負うものとする。 

（補助金） 

第４条 本制度の利用者に対して補助金相当として健康ポイントを付与する。 

（健康ポイントの付与） 

第５条 被保険者に付与する毎年度の健康ポイントの上限を組合会に諮り議決することと

する。なお、健康ポイントの上限が前年度と変更が無い場合はこの限りではない。 

  ２ 健康ポイント付与数および付与回数については、別紙「被保険者の取組状況に応

じた付与ポイント数」に定める。 

  ３ 健康ポイントは本制度の中でのみ有効であり、換金することはできない。 

  ４ 当該年度に付与された健康ポイントは、当該年度及び翌年度末まで利用可能とす

る。 
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（健康ポイント利用申込） 

第６条 本制度を利用しようとする者は、ＰＨＣ健康保険組合のホームページからウェル

スポートナビ専用サイトにアクセスし、それぞれ指定された申込方法にて申込を行

う。また、利用可能な健康ポイント数を確認し、その範囲で利用申込を行う。 

第 7 条 被保険者資格を喪失した場合は、資格喪失した日から、健康ポイントは失効し、

利用不可とする。ただし、適用事業所間の人事異動に伴う被保険者資格の喪失及び

資格取得の場合並びに退職に伴う資格喪失及び任意継続被保険者の資格取得の場合

はこの限りではない。 

（健康ポイント利用の取消） 

第８条 本制度の利用申込を行った者が利用申込の取消を行う場合は、ウェルスポートナ

ビ専用サイトで取消を行う。 

  ２ 利用申込の取消により発生する違約金等は、利用申込者が負担するものとする。 

（利用者の心得） 

第９条 本制度利用者は次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 本サービスの利用のために定められたメニュー毎の利用方法等を遵守すること。 

(2) 利用者は本制度の利用者としての資格を第三者に譲渡、貸与、売却並びにこれら

に準ずる行為は行わないこと。 

(3) 本制度で得た各メニューの利用権等を第三者に譲渡、貸与、売却並びにこれらに

準ずる行為は行わないこと。 

（利用上の注意） 

第１０条 本制度申込者のうち、次の事項が発生した場合は組合の補助金は給付しない。 

(1) 本制度の所定の手続きをしないで利用した場合 

(2) 利用者本人の利用可能な健康ポイント数を超えて利用した場合。 

(3) 本制度を不正に利用した場合。 

２ 前項の場合においてＰＨＣ健康保険組合が損害を受けた場合においては、これを

利用者から賠償させるものとする。 

 

附   則 

 この規程は、平成３０年１０月１日から適用する。 
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（別紙） 

 

被保険者の取組状況に応じた付与ポイント数 

 

項  目 付与ポイント 最大付与回数 

本登録 200 1回 

ログイン 1 1回／日 

バイタル登録 1 1回／日 

食事登録 1 1回／日 

食生活セルフチェック登録 1 1回／日 

セーフティーウォーキング登録 10 1回／月 

健康コラム閲覧 10 2回／月 

禁煙ラリー 
エントリー 100 1/イベント 

達成 500 1/イベント 

ウォークラ

リー 

エントリー 100 1/イベント 

達成 500 1/イベント 

歯みがきラ

リー 

エントリー 0 1/イベント 

達成 0 1/イベント 

年末年始

の体重管

理 

エントリー 100 1/イベント 

達成 500 1/イベント 

ヘルスアッ

プチャレン

ジ 

エントリー 5 10回/年度 

ショートコース達成 5 10回/年度 

チャレンジコース達成 5 10回/年度 

ステップアップコース達成 20 10回/年度 

マスターコース達成 30 5回/年度 

ＰＨＣ健保

独自 
被扶養者の特定健診結果提出 1000 1/年度 

  インフルエンザ予防接種 3000 1人 1回/年度 

 

 

 


